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 子どもたちを犯罪や事故から守るには、「地域で見守る力」が大切です。 

例えば、花壇の水やりや犬の散歩などを子どもたちの登下校時に行う「ながら見守り」

も見守り方法の１つです。 

 「ながら見守り」を行い、地域で見守る力を高めていきましょう。 

 

“いかのおすし”を子どもに教えてあげましょう！ 

   

 「いかのおすし」とは、子どもが知らない人に声をかけられたときなどに被害に遭わな

いようにするための行動を示したものです。 

 お子さんと「こんな時○○くん（ちゃん）だったらどうする？」とシミュレーションし

ながら「いかのおすし」について教えてあげましょう。 

 

・しらないひとには、ついていかない 

・こえをかけられても、くるまにはのらない  

・しらないひとにつれていかれそうになったらおおきなこえをだす 

・こえをかけられたりおいかけられたりしたらすぐにげる 

・こわいことにあったりみたりしたら、すぐおとなにしらせる 

 

 

 

 

 

 

 

＜静岡県警察 生活安全情報メール配信 ～エスピーくん安心メール～＞ 
町内の不審者情報や犯罪発生情報が携帯電話に通知されます。 

（方法①）右のＱＲコードからのアクセス 

 

（方法②）空メールからの直接入力（sp-m@anzen.police.pref.shizuoka.jp） 

 

 

地域の力で子どもたちの 
安全を守りましょう。 
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